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国道１５８号（高山市丹生川町）の通行止めについて 

 

本日午前５時頃、高山市丹生川町塩屋地内で発生した土砂崩れにより、同地内の国道１

５８号を全面通行止めとしました。 

現在、通行止め解除の見通しは立っていません。 

 
記 

 

１ 通行止め箇所 

国道１５８号（高山市丹生川町塩屋地内） 

 

２ 迂回路 
  普通車：周辺市道（冬用タイヤ必要） 
  大型車：高山から松本方面の場合 

国道４１号から国道４７１号を経由 
（松本方面から高山方面へは逆方向を通過） 

 

３ 位置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


